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第１節 下水道の役割としくみ 

 

１ 下水道の役割 

 下水道は、都民の日常生活や都市活動で発生する

汚れた水をきれいにして川や海に戻すほか、道路や

宅地に降った雨水を速やかに排除するなど、安全で

快適な生活環境の確保や良好な水循環の形成に必要

不可欠な役割を担っています。 

 また、近年では、再生水や下水熱など下水道が持つ

資源・エネルギーの有効利用や下水道施設の上部空

間の利用などにより、良好な都市環境を創出すると

いう新しい役割も担っています。 

 

２ 下水道のしくみ 

 下水道は、主に３つの施設から成り立っています。 

(1) 下水道管 

 各家庭や事業所からの下水を水再生センターまで

導く管が下水道管です。下水道管は東京中に張り巡

らされ、その長さは、23区だけで東京とシドニーを

往復する距離に相当する約１万６千㎞にも及びます。

また、小さいものは内径25㎝を基本に、大きなもの

で内径8.5ｍに及ぶものもあります。 

(2) ポンプ所 

 下水道管が集めた汚水を地表近くまでくみ上げ、

水再生センターに送水し、また、雨水を川や海など

の公共用水域に放流する施設です。 

(3) 水再生センター 

 水再生センターは、下水道管によって運ばれた下

水を処理して、川や海へ放流する施設です。東京都

が管理する20か所の水再生センターで処理される下

水の量は、１日あたり約550万㎥程度です。 

 

３ 事業の主体 

 公共下水道事業は、原則として市町村の事務とさ

れています。しかし、特別区の存する区域は行政の

一体性を確保する観点から、区部全域を東京都が

“市”の立場で事業を担っています。 

多摩地域では、市町村が公共下水道事業を行って

いますが、基幹施設である水再生センターやポンプ

所、下水道幹線の建設・維持管理などの流域下水道

事業を東京都が担っています。 

 

第２節 「経営計画２０２１」の概要  

 

１ 策定の背景  

東京の下水道は、初期に整備された下水道管や水再

生センターなどの老朽化が進み、機能維持の対策が必

要となっています。また、気候変動に伴い激甚化・頻

発化する豪雨に対する取組の強化が求められていま

す。さらに、東京の人口減少が目前に迫る中、事業を

支える人材の確保などの課題にも適切に対応してい

く必要があります。 

 こうした状況の中、下水道の基本的な役割を担い続

けるとともに、長期的な視点に立って下水道サービス

の更なる向上を図るため、令和３年度（2021年）から

５年間の事業運営の指針となる「東京都下水道事業 

経営計画２０２１」（以下「経営計画２０２１」という。）

を策定しました。 

 

２ 経営方針 

(1) 経営方針 

 下水道局では、次の三つの経営方針のもと、下水道

事業を将来にわたり安定的に運営し、お客さまである

都民の皆さまに質の高い下水道サービスを提供して

いきます。 

経営方針１ お客さまの安全を守り、安心で快適な生

活を支えます  

経営方針２ 良好な水環境と環境負荷の少ない都市

の実現に貢献します  

経営方針３ 最少の経費で最良のサービスを安定的

に提供します  

(2) 目指すべき姿 

＜お客さまの安全を守り、安心で快適な生活を支えま

す＞ 

○「汚水の処理による生活環境の改善」、「雨水の排除

による浸水の防除」及び「公共用水域の水質保全」

という下水道の基本的役割が着実に果たされている。 

○激甚化する豪雨や首都直下地震などの自然災害に

対して、下水道の機能が確保されている。 

＜良好な水環境と環境負荷の少ない都市の実現に貢

献します＞ 

○良好な水環境が次世代に引き継がれ、海や河川など

の水質が改善されている。 

○エネルギー使用量や温室効果ガス排出量の削減が

進み、環境負荷の少ない都市の実現に貢献している。  
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少ない下水道のしくみや基本的な役割等について、お

客さまに分かりやすく伝えることで、下水道事業への

理解と関心を高めていきます。 

(12) 人材育成・技術力の向上 

 「下水道行政のプロ職員」を育成するため、「下水道

局人材育成方針」を改定し、人材育成や技術継承、技

術力向上に向けた体制と取組を強化します。 

 

４ デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推  

 進 

 人材不足や働き方改革などに的確に対応していく

ため、「ＡＩを活用した雨水ポンプ運転支援技術の開

発」、「デジタル技術を活用した下水道施設の維持管理

に関する調査・研究」、「多機能型マンホール蓋を活用

したリアルタイム水位測定」といったＡＩを含むデジ

タル技術を活用した新たな技術の導入に向けた取組

や、行政手続のデジタル化を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜最少の経費で最良のサービスを安定的に提供します＞ 

○公営企業の経営の原点である公共性と経済性が最

大限に発揮され、最少の経費で最良のサービスが提

供されている。 

〇技術力の向上や人材の育成、健全な財政運営などに

より経営基盤が強化され、お客さまのご理解やご協

力のもと、安定的な事業運営が行われている。 

(3) 「経営計画２０２１」の策定方針 

 [基本的な考え方] 

 将来的な人口減少や気候変動などの社会経済情勢

の変化を見据えるとともに、「『未来の東京』戦略」（令

和３年３月策定）を踏まえ、長期的な視点に立ってお

客さまサービスの更なる向上に取り組みます。 

○収入・支出の両面で厳しい経営環境の中にあっても、

老朽化した施設の再構築や浸水対策などの主要施

策を着実に推進します。 

○安定的な下水道機能の確保に向けて維持管理の充実

を図るとともに、エネルギー・地球温暖化対策を推

進します。 

○ＡＩなどを活用した技術の開発・導入や、手続のデ

ジタル化などによるサービスの質の向上に取り組

みます。 

○水再生センター（水処理施設）の一部に包括委託を

導入し、下水道局・政策連携団体・民間事業者の三

者で効率的かつ安定的に施設を運営していきます。 

○不断の経営効率化に努めるとともに、将来負担を考

慮した企業債の管理等を適切に行い、持続可能な財

政運営を図ります。 

 

[計画期間] 

 令和３（2021）年度から令和７（2025）年度までの

５年間 

 

 

図表1－1 「経営計画２０２１」の体系 

 

 

 

３ 計画期間内の主な取組  

＜お客さまの安全を守り、安心で快適な生活を支えま

す＞ 

(1) 再構築 

 老朽化した下水道管や水再生センターなどを再構

築することで、将来にわたり安定的に下水を処理する

機能や雨水を排除する機能などを確保します。 

(2) 浸水対策 

 浸水対策を推進することで、都市機能を確保し、安

全・安心な暮らしを実現します。 

(3) 震災対策 

 首都直下地震などが発生したときに備え、震災対策

を推進することで、下水道機能を確保するとともに緊

急輸送道路などの交通機能を確保します。 

(4) 汚泥処理の信頼性強化と効率化 

 汚泥処理の信頼性強化と効率化を推進することで、

将来にわたり安定的に下水を処理する機能を確保し

ます。 

(5) 維持管理の充実 

 下水道管や水再生センターなどを適切に維持管理

し、将来にわたり安定的に下水道機能を確保します。 

＜良好な水環境と環境負荷の少ない都市の実現に貢

献します＞ 

(6) 合流式下水道の改善 

 雨天時に合流式下水道から河川や海などへ放流さ

れる汚濁負荷量を削減することで、良好な水環境を創

出します。 

(7) 処理水質の向上 

 良好な水環境を創出するため、省エネルギーにも配

慮しつつ、東京湾や多摩川などに放流される下水処理

水の水質をより一層改善します。 

(8) エネルギー・地球温暖化対策 

 エネルギー・地球温暖化対策を推進することで、エ

ネルギー使用量や温室効果ガス排出量を積極的に削

減し、環境負荷の少ない都市の実現に貢献します。 

＜最少の経費で最良のサービスを安定的に提供します＞ 

(9) 東京にふさわしい施設運営手法の導入 

 将来にわたり安定的に下水道事業を運営していく

ため、東京下水道の特徴を踏まえ、一部の水再生セン

ターの水処理施設に包括委託を導入します。 

(10) 企業努力 

 計画期間５か年で総額650億円の企業努力を行いま

す。 

 不断の経営効率化に努めることで、持続可能な財政

運営を図ります。 

(11) 広報戦略 

 持続可能な事業運営に向けて、普段目にすることが
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慮しつつ、東京湾や多摩川などに放流される下水処理

水の水質をより一層改善します。 

(8) エネルギー・地球温暖化対策 

 エネルギー・地球温暖化対策を推進することで、エ

ネルギー使用量や温室効果ガス排出量を積極的に削

減し、環境負荷の少ない都市の実現に貢献します。 

＜最少の経費で最良のサービスを安定的に提供します＞ 

(9) 東京にふさわしい施設運営手法の導入 

 将来にわたり安定的に下水道事業を運営していく

ため、東京下水道の特徴を踏まえ、一部の水再生セン

ターの水処理施設に包括委託を導入します。 

(10) 企業努力 

 計画期間５か年で総額650億円の企業努力を行いま

す。 

 不断の経営効率化に努めることで、持続可能な財政

運営を図ります。 

(11) 広報戦略 

 持続可能な事業運営に向けて、普段目にすることが
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第４節 予算概要 

 令和６年度予算は、「経営計画２０２１」に掲げた老

朽化施設の再構築や浸水対策、震災対策、エネルギー・

地球温暖化対策など、主要施策を着実に推進していく

ことを基本的な方針として編成しました（図表1－2）。 

図表1－2 経営方針と取組の概要 
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○企業努力 
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〇人材育成・技術力の向上 

 

１ 区部下水道事業の令和６年度予算 

 区部下水道事業の予算規模は、次のとおりです。 

  収益的収入      3,744億1,000万円 

  資本的収入      1,806億3,700万円 

  収 入 合 計      5,550億4,700万円 
 

  収益的支出      3,598億3,200万円 

  資本的支出      3,355億2,800万円 

  支 出 合 計      6,953億6,000万円 

 なお、流域下水道分を含めた予算規模は、次のとお

りです（図表1－7）。 

  収益的収入      4,125億4,800万円 

  資本的収入      1,965億2,000万円 

  収 入 合 計      6,090億6,800万円 
 

  収益的支出      3,999億6,600万円 

  資本的支出      3,565億4,800万円 

  支 出 合 計      7,565億1,400万円 

※資本的収支の差引不足額は損益勘定留保資金等で補塡します。 

 

(1) 区部下水道維持管理事業 

 汚水の処理及び雨水の排除、公共用水域の水質保全

のため、下水道管、ポンプ所、水再生センターの適切

な維持管理を図表1－3のとおり予定しています。 

 また、下水道施設の機能保持と処理水の良好な水質

を安定的に確保するため、除害施設の設置指導などに

取り組みます。 

  管 渠 費       408億5,900万円 

  ポンプ場費       180億1,600万円 

  処 理 場 費       669億円 

図表1－3 区部維持管理事業の規模 

区   分 規   模 

管きょ管理延長 16,216,998ｍ 

ポンプ所年間揚水量 892,000,000㎥ 

 ポンプ所 ※83か所 

年間処理水量 1,789,000,000㎥ 

 水再生センター 13か所 

※ 成城排水調整所を含みます。 

(2) 区部下水道建設改良事業 

 区部下水道の建設改良事業は、1,800億円の建設事

業費と370億円の改良事業費をもって次のとおり事業

を実施します（図表1－4）。 

 区部建設事業費の施策別内訳は図表1－8のとおりです。 

図表1－4 区部建設改良事業の規模 

建設事業 

区   分 規   模 

管きょ敷設 155,113ｍ 

幹線 7,003ｍ 

枝線 148,110ｍ 

ポンプ所建設 52か所 

水再生センター建設 15か所 

改良事業 

区   分 規   模 

管きょ改良 7,348ｍ 

ポンプ所改良 76か所 

水再生センター改良 15か所 
 
ア 将来にわたり、安定的に下水を処理する機能や雨

水を排除する機能を確保するため、老朽化した下水

道管や水再生センター、ポンプ所の再構築を計画的、

効率的に推進します。また、水再生センターやポン

プ所では、コンクリートの腐食対策などを行うとと

もに、雨水排除能力の増強などが必要な施設につい

て、老朽化対策とあわせて機能向上を図ります。 

イ 近年、全国的な豪雨の激甚化・頻発化や気候変動

の影響などにより、降雨量の増加が予想されており

浸水対策の更なる強化が求められています。このた

め、１時間85ミリ降雨への対応に向けて、流域対策

を組み合わせ、浸水の危険性が高い地区を重点化し、

施設整備に取り組みます。また、目標を超える降雨
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朽化施設の再構築や浸水対策、震災対策、エネルギー・

地球温暖化対策など、主要施策を着実に推進していく

ことを基本的な方針として編成しました（図表1－2）。 
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１ 区部下水道事業の令和６年度予算 

 区部下水道事業の予算規模は、次のとおりです。 

  収益的収入      3,744億1,000万円 

  資本的収入      1,806億3,700万円 

  収 入 合 計      5,550億4,700万円 
 

  収益的支出      3,598億3,200万円 

  資本的支出      3,355億2,800万円 

  支 出 合 計      6,953億6,000万円 

 なお、流域下水道分を含めた予算規模は、次のとお

りです（図表1－7）。 

  収益的収入      4,125億4,800万円 

  資本的収入      1,965億2,000万円 

  収 入 合 計      6,090億6,800万円 
 

  収益的支出      3,999億6,600万円 

  資本的支出      3,565億4,800万円 

  支 出 合 計      7,565億1,400万円 

※資本的収支の差引不足額は損益勘定留保資金等で補塡します。 

 

(1) 区部下水道維持管理事業 

 汚水の処理及び雨水の排除、公共用水域の水質保全

のため、下水道管、ポンプ所、水再生センターの適切

な維持管理を図表1－3のとおり予定しています。 

 また、下水道施設の機能保持と処理水の良好な水質

を安定的に確保するため、除害施設の設置指導などに

取り組みます。 

  管 渠 費       408億5,900万円 

  ポンプ場費       180億1,600万円 

  処 理 場 費       669億円 

図表1－3 区部維持管理事業の規模 

区   分 規   模 

管きょ管理延長 16,216,998ｍ 

ポンプ所年間揚水量 892,000,000㎥ 

 ポンプ所 ※83か所 

年間処理水量 1,789,000,000㎥ 

 水再生センター 13か所 

※ 成城排水調整所を含みます。 

(2) 区部下水道建設改良事業 

 区部下水道の建設改良事業は、1,800億円の建設事

業費と370億円の改良事業費をもって次のとおり事業

を実施します（図表1－4）。 

 区部建設事業費の施策別内訳は図表1－8のとおりです。 
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経 理 部 会 計 課

資 産 運 用 課

契 約 課

計 画 調 整 部 事 業 調 整 課

土木施設管理担当課長

水質改善事業推進専門課長

開発計画推進担当課長

技術管理担当課長

管 理 課

管 路 管 理 課

施 設 管 理 部 排 水 設 備 課

施 設 管 理 課

施 設 保 全 課施設管理担当部長

環 境 管 理 課

排水指導担当課長

保安管理担当課長

工 務 課

建 設 部 設 計 調 整 課

特定施設整備担当課長

土 木 設 計 課

設 備 設 計 課

管路再構築事業推進専門課長

建築設計担当課長

ポ ン プ施 設課

下 水 道 経 理 課

本 部

市町村下水道担当課長

工 事 課

計 画 課

施 設 管 理 課

（八王子水再生センター）

流 域 管 理 部 管 理 課

清瀬水再生センター

技 術 部

設 計 課

（浅川水再生センター)

多摩川上流水再生センター

（南多摩水再生センター）

北多摩二号水再生センター

北多摩一号水再生センター

調整担当課長

(ＤＸ推進調整担当課長兼務) 北 部

東 部 第 一

西 部 第 一

南 部

森ヶ崎水再生

西 部 第 二 庶 務 課

砂町水再生センター

東 部 第 二 庶 務 課

お客さまサービス課

施 設 課

中川水再生センター

（東部スラッジプラント)

下水道事務所

工 事 第 二 課

設 備 工 事 課

庶 務 課

庶 務 課

お客さまサービス課

建 設 課

落合水再生センター

新河岸水再生センター

浮間水再生センター

次 長
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図表1－7 令和６年度の予算（当初予算） 

（単位：千円） 

収   入（財 源） 支   出 

科  目（事 項） 金 額 科  目（事 項） 金 額 

収  益  的  収  入 収  益  的  支  出 

営 業 収 益 

296,754,000 

 

下 水 道 料 金 169,368,000 営 業 費 用 

348,545,000 

 

管 渠 費 40,859,000 

雨 水 処 理 費 繰 入 金 116,402,485 ポ ン プ 場 費 18,016,000 

水洗便所改造工事助成繰入金 3,402 処 理 場 費 66,900,000 

水洗便所促進化経費繰入金 414,809 業 務 費 17,122,000 

水 質 監 視 経 費 繰 入 金 165,049 排 水 設 備 費 1,497,000 

高 度 処 理 費 繰 入 金 1,014,694 総 係 費 11,253,000 

そ の 他 繰 入 金 100,976 減 価 償 却 費 179,489,000 

料 金 特 別 措 置 負 担 金 収 入 1,403,740 資 産 減 耗 費 12,855,000 

処 理 水 売 却 収 入 1,680 そ の 他 営 業 費 用 554,000 

再 生 水 利 用 収 入 842,974   

管 渠 損 傷 補 償 金 30,800   

多摩地域受入汚水処理収入 1,164,000   

流域下水道管理費負担金収入 3,885,000   

そ の 他 営 業 収 益 1,956,391   

営 業 外 収 益 

77,656,000 

受 取 利 息 377 営 業 外 費 用 

10,194,000 

支払利息及企業債取扱諸費 10,072,697 

土 地 物 件 収 益 10,615,229 雑 支 出 121,303 

 企 業 債 利 子 支 払 資 繰 入 金 6,858,380    

 消費税及地方消費税還付金 6,972,000    

 長 期 前 受 金 戻 入 52,408,000 特 別 損 失 特 別 損 失 993,000 

 雑 収 802,014 予 備 費 予 備 費 100,000 

区 部 計 374,410,000 区 部 計 359,832,000 

流 域 計 38,138,000 流 域 計 40,134,000 

合 計 412,548,000 合 計 399,966,000 

資  本  的  収  入 資  本  的  支  出 

企    業    債（事 業 充 当 分） 83,379,000 下 水 道 

建 設 改 良 費 

217,000,000 

下 水 道 建 設 費 180,000,000 

     〃     （借   換   債） 9,952,000 下 水 道 改 良 費 37,000,000 

企 業 債 元 金 償 還 資 金 30,088,000   

国 庫 補 助 金 51,060,000    

固 定 資 産 売 却 収 入 8,612    

建 設 収 入 98,497 企 業 債 償 還 金 

118,528,000 

年 割 償 還 

借 換 分 

108,576,000 

9,952,000 そ の 他 資 本 収 入 6,050,891 

区 部 計 180,637,000 区 部 計 335,528,000 

流 域 計 15,883,000 流 域 計 21,020,000 

合 計 196,520,000 合 計 356,548,000 

 

収 入 総 計 

区   部 555,047,000 

支 出 総 計 

区   部 695,360,000 

流   域 54,021,000 流   域 61,154,000 

合   計 609,068,000 合   計 756,514,000 

（注）１  流域下水道の予算は図表1－9参照 

２ 令和６年度議決の債務負担行為限度額は、区部下水道建設改良事業2,316億円、区部下水道維持管理事業123億円、 

     区部下水道施設補修事業159億円、区部下水道施設の撤去５億円、流域下水道建設改良事業214億円、流域下水道施

設補修事業14億円です。 

３ 資本的収支の差引不足額は損益勘定留保資金等で補塡します。 
 
 
 
 
 

 

 

や複合災害等により、水害が発生した場合において

も揚水機能等の下水道機能を確保するため、施設の

耐水化をレベルアップしていきます。 

ウ 首都直下地震などに備え、下水道機能や緊急輸送

道路などの交通機能を確保するため、下水道管の耐

震化やマンホールの浮上抑制対策を推進します。ま

た、水再生センターやポンプ所については、耐震化

や非常用発電設備の整備などを推進します。 

エ 良好な水環境の実現に向けて、雨天時に公共用水

域へ放流される汚濁負荷量の削減を図る合流式下

水道の改善を推進します。また、各水再生センター

の抱える課題にあわせて、効果的に処理水質の向上

を図ります。 

オ 「アースプラン２０２３」に基づき、温室効果ガ

ス排出量を2030年度までに50％以上削減（2000年度

比）する目標の達成に向けて、更なる省エネルギー

設備の導入拡大や再生可能エネルギーの利用拡大

などを推進します。 

(3) 財源 

 以上の事業に要する財源は、次のとおりです。 

ア 区部下水道建設改良事業財源 

  企 業 債       833億7,900万円 

  国庫補助金       510億6,000万円 

  損益勘定留保資金等   825億6,100万円 

    計        2,170億円 

イ 区部下水道維持管理財源 

 維持管理費及び減価償却費や企業債利子などの資

本費を賄う収益的収入は、次のとおりです。 

  下 水 道 料 金    1,693億6,800万円 

  一般会計補助金    1,249億5,980万円 

  そ  の  他     800億8,220万円 

    計        3,744億1,000万円 
 

２ 流域下水道事業の令和６年度予算 

 流域下水道事業の予算規模は、次のとおりです（図

表1－9）。 

  収益的収入       381億3,800万円 

  資本的収入       158億8,300万円 

  収 入 合 計       540億2,100万円 

 

  収益的支出       401億3,400万円 

  資本的支出       210億2,000万円  

  支 出 合 計       611億5,400万円 

※資本的収支の差引不足額は損益勘定留保資金等で補塡します。 

(1) 流域下水道維持管理事業 

 野川、北多摩一号、北多摩二号、多摩川上流、南多

摩、浅川、秋川及び荒川右岸の各処理区の維持管理事

業と野火止用水、玉川上水及び千川上水の清流復活事

業を図表1－5のとおり予定しています。 

  管渠管理費         6億4,000万円 

  処理場管理費        182億9,600万円 

  市町村下水道事業費     ※25億7,900万円 

※市町村下水道事業強靱化都費補助22億円を含む。 

(2) 流域下水道建設改良事業 

 流域下水道の建設改良事業は、163億円の建設事業費

と25億円の改良事業費をもって、関係市町村との連携

を図りながら、再構築、雨水対策、震災対策、市町村

との連携強化、処理水質の向上、エネルギー・地球温

暖化対策を実施します（図表1－6）。 

 流域建設事業費の施策別内訳は図表1－8のとおりです。 

(3) 財源 

 以上の事業に要する財源は、次のとおりです。 

ア 流域下水道建設改良事業財源 

  企 業 債          15億8,700万円 

  国庫補助金          98億円 

  市町村負担金収入       44億7,500万円 

  損益勘定留保資金等      29億3,800万円 

    計            188億円 

イ 流域下水道維持管理財源 

 維持管理費及び減価償却費や企業債利子などの資

本費を賄う収益的収入は、次のとおりです。 

  流域下水道管理費負担金収入 149億4,147万円 

  一般会計補助金        51億8,958万円 

  そ  の  他        180億695万円 

計           381億3,800万円 

 

図表1－5 流域維持管理事業の規模 

区   分 規   模 

管きょ管理延長 232,240ｍ 

ポンプ所年間揚水量 2,060,000㎥ 

 ポンプ所 2か所 

年間処理水量 415,800,000㎥ 

 水再生センター 7か所 

清流復活事業 年間送水量 9,052,000㎥ 

図表1－6 流域建設改良事業の規模 

建設事業 

区   分 規   模 

管きょ敷設 1か所 

水再生センター建設 7か所 

改良事業 

区   分 規   模 

管きょ改良 3か所 

ポンプ所改良 1か所 

水再生センター改良 7か所 
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図表1－7 令和６年度の予算（当初予算） 

（単位：千円） 

収   入（財 源） 支   出 

科  目（事 項） 金 額 科  目（事 項） 金 額 

収  益  的  収  入 収  益  的  支  出 

営 業 収 益 

296,754,000 

 

下 水 道 料 金 169,368,000 営 業 費 用 

348,545,000 

 

管 渠 費 40,859,000 

雨 水 処 理 費 繰 入 金 116,402,485 ポ ン プ 場 費 18,016,000 

水洗便所改造工事助成繰入金 3,402 処 理 場 費 66,900,000 

水洗便所促進化経費繰入金 414,809 業 務 費 17,122,000 

水 質 監 視 経 費 繰 入 金 165,049 排 水 設 備 費 1,497,000 

高 度 処 理 費 繰 入 金 1,014,694 総 係 費 11,253,000 

そ の 他 繰 入 金 100,976 減 価 償 却 費 179,489,000 

料 金 特 別 措 置 負 担 金 収 入 1,403,740 資 産 減 耗 費 12,855,000 

処 理 水 売 却 収 入 1,680 そ の 他 営 業 費 用 554,000 

再 生 水 利 用 収 入 842,974   

管 渠 損 傷 補 償 金 30,800   

多摩地域受入汚水処理収入 1,164,000   

流域下水道管理費負担金収入 3,885,000   

そ の 他 営 業 収 益 1,956,391   

営 業 外 収 益 

77,656,000 

受 取 利 息 377 営 業 外 費 用 

10,194,000 

支払利息及企業債取扱諸費 10,072,697 

土 地 物 件 収 益 10,615,229 雑 支 出 121,303 

 企 業 債 利 子 支 払 資 繰 入 金 6,858,380    

 消費税及地方消費税還付金 6,972,000    

 長 期 前 受 金 戻 入 52,408,000 特 別 損 失 特 別 損 失 993,000 

 雑 収 802,014 予 備 費 予 備 費 100,000 

区 部 計 374,410,000 区 部 計 359,832,000 

流 域 計 38,138,000 流 域 計 40,134,000 

合 計 412,548,000 合 計 399,966,000 

資  本  的  収  入 資  本  的  支  出 

企    業    債（事 業 充 当 分） 83,379,000 下 水 道 

建 設 改 良 費 

217,000,000 

下 水 道 建 設 費 180,000,000 

     〃     （借   換   債） 9,952,000 下 水 道 改 良 費 37,000,000 

企 業 債 元 金 償 還 資 金 30,088,000   

国 庫 補 助 金 51,060,000    

固 定 資 産 売 却 収 入 8,612    

建 設 収 入 98,497 企 業 債 償 還 金 

118,528,000 

年 割 償 還 

借 換 分 

108,576,000 

9,952,000 そ の 他 資 本 収 入 6,050,891 

区 部 計 180,637,000 区 部 計 335,528,000 

流 域 計 15,883,000 流 域 計 21,020,000 

合 計 196,520,000 合 計 356,548,000 

 

収 入 総 計 

区   部 555,047,000 

支 出 総 計 

区   部 695,360,000 

流   域 54,021,000 流   域 61,154,000 

合   計 609,068,000 合   計 756,514,000 

（注）１  流域下水道の予算は図表1－9参照 

２ 令和６年度議決の債務負担行為限度額は、区部下水道建設改良事業2,316億円、区部下水道維持管理事業123億円、 

     区部下水道施設補修事業159億円、区部下水道施設の撤去５億円、流域下水道建設改良事業214億円、流域下水道施

設補修事業14億円です。 

３ 資本的収支の差引不足額は損益勘定留保資金等で補塡します。 
 
 
 
 
 

 

 

や複合災害等により、水害が発生した場合において

も揚水機能等の下水道機能を確保するため、施設の

耐水化をレベルアップしていきます。 

ウ 首都直下地震などに備え、下水道機能や緊急輸送

道路などの交通機能を確保するため、下水道管の耐

震化やマンホールの浮上抑制対策を推進します。ま

た、水再生センターやポンプ所については、耐震化

や非常用発電設備の整備などを推進します。 

エ 良好な水環境の実現に向けて、雨天時に公共用水

域へ放流される汚濁負荷量の削減を図る合流式下

水道の改善を推進します。また、各水再生センター

の抱える課題にあわせて、効果的に処理水質の向上

を図ります。 

オ 「アースプラン２０２３」に基づき、温室効果ガ

ス排出量を2030年度までに50％以上削減（2000年度

比）する目標の達成に向けて、更なる省エネルギー

設備の導入拡大や再生可能エネルギーの利用拡大

などを推進します。 

(3) 財源 

 以上の事業に要する財源は、次のとおりです。 

ア 区部下水道建設改良事業財源 

  企 業 債       833億7,900万円 

  国庫補助金       510億6,000万円 

  損益勘定留保資金等   825億6,100万円 

    計        2,170億円 

イ 区部下水道維持管理財源 

 維持管理費及び減価償却費や企業債利子などの資

本費を賄う収益的収入は、次のとおりです。 

  下 水 道 料 金    1,693億6,800万円 

  一般会計補助金    1,249億5,980万円 

  そ  の  他     800億8,220万円 

    計        3,744億1,000万円 
 

２ 流域下水道事業の令和６年度予算 

 流域下水道事業の予算規模は、次のとおりです（図

表1－9）。 

  収益的収入       381億3,800万円 

  資本的収入       158億8,300万円 

  収 入 合 計       540億2,100万円 

 

  収益的支出       401億3,400万円 

  資本的支出       210億2,000万円  

  支 出 合 計       611億5,400万円 

※資本的収支の差引不足額は損益勘定留保資金等で補塡します。 

(1) 流域下水道維持管理事業 

 野川、北多摩一号、北多摩二号、多摩川上流、南多

摩、浅川、秋川及び荒川右岸の各処理区の維持管理事

業と野火止用水、玉川上水及び千川上水の清流復活事

業を図表1－5のとおり予定しています。 

  管渠管理費         6億4,000万円 

  処理場管理費        182億9,600万円 

  市町村下水道事業費     ※25億7,900万円 

※市町村下水道事業強靱化都費補助22億円を含む。 

(2) 流域下水道建設改良事業 

 流域下水道の建設改良事業は、163億円の建設事業費

と25億円の改良事業費をもって、関係市町村との連携

を図りながら、再構築、雨水対策、震災対策、市町村

との連携強化、処理水質の向上、エネルギー・地球温

暖化対策を実施します（図表1－6）。 

 流域建設事業費の施策別内訳は図表1－8のとおりです。 

(3) 財源 

 以上の事業に要する財源は、次のとおりです。 

ア 流域下水道建設改良事業財源 

  企 業 債          15億8,700万円 

  国庫補助金          98億円 

  市町村負担金収入       44億7,500万円 

  損益勘定留保資金等      29億3,800万円 

    計            188億円 

イ 流域下水道維持管理財源 

 維持管理費及び減価償却費や企業債利子などの資

本費を賄う収益的収入は、次のとおりです。 

  流域下水道管理費負担金収入 149億4,147万円 

  一般会計補助金        51億8,958万円 

  そ  の  他        180億695万円 

計           381億3,800万円 

 

図表1－5 流域維持管理事業の規模 

区   分 規   模 

管きょ管理延長 232,240ｍ 

ポンプ所年間揚水量 2,060,000㎥ 

 ポンプ所 2か所 

年間処理水量 415,800,000㎥ 

 水再生センター 7か所 

清流復活事業 年間送水量 9,052,000㎥ 

図表1－6 流域建設改良事業の規模 

建設事業 

区   分 規   模 

管きょ敷設 1か所 

水再生センター建設 7か所 

改良事業 

区   分 規   模 

管きょ改良 3か所 

ポンプ所改良 1か所 

水再生センター改良 7か所 
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第５節 決算概要  

 

 令和５年度は、「経営計画２０２１」（令和３年３月）

に基づき、掲げられた経営方針の下、区部下水道事業

と流域下水道事業を着実に実施しました。 

 

１ 令和５年度決算額  

 令和５年度の区部、流域の決算額は次のとおりです。 

 

(1) 収益的収支（税抜き）      （単位：百万円） 

 区 部 流 域 計 

収 益 的 収 入 340,648 31,476 372,124 

収 益 的 支 出 331,445 34,609 366,054 

純 利 益 9,203 △3,133 6,070 

 

(2) 資本的収支（消費税及び地方消費税を含む）  

（単位：百万円） 

 区 部 流 域 計 

資 本 的 収 入 162,617 15,789 178,406 

資 本 的 支 出 318,042 19,869 337,911 

翌 年 度 へ の 
繰 越 工 事 資 金 25,111 4,876 29,987 

資 本 的 収 支 
差 引 不 足 額 △180,536 △8,956 △189,492 

（注）１ 金額は、百万円未満を四捨五入し、端数調整をし

ていないため、合計等と一致しない場合がありま

す。 

   ２ 資本的収支の差引不足額は損益勘定留保資金等

で補塡しました。 

 

２ 区部下水道事業の取組  

(1) 主要施策  

ア 施設の再構築 

下水道施設が将来にわたり安定的に機能を発揮でき

るよう、老朽化対策とあわせて雨水排除能力の増強、

耐震性や維持管理性の向上、省エネルギー化等を図る

再構築を計画的に推進しました。実施に当たっては、

アセットマネジメント手法を用いて、施設の延命化や

中長期的な再構築事業の平準化などに取り組みました。 

昭和30年代以前に建設された戸塚東幹線などの幹線

及び都心４処理区約669haの枝線の再構築を実施しま

した。さらに、第二期再構築エリアの着手に向けて、

試行工事の設計を実施しました。 

また、吾嬬ポンプ所などポンプ所28か所、三河島水

再生センターなど水再生センター14か所で施設の再構

築を進め、新砂ポンプ所で汚水ポンプの再構築が完了

しました。 

イ 浸水対策 

「経営計画２０２１」において、施設整備を重点的

に進める地区を区部全体で57地区定めています。また、

令和４年３月に「下水道浸水対策計画２０２２」を策

定し、区部全域で１時間75ミリ降雨に対応することを

目標として、浸水の危険性が高い地区を新たに10地区

追加し、合計67地区を重点地区として施設整備を推進

していくこととしています。 

さらに、東京都の総合的な治水対策の基本的な考え

方を示すものである「東京都豪雨対策基本方針（改定）」

（令和５年12月）において、気候変動に対応するため

対策の目標を引き上げ、目標降雨である１時間85ミリ

降雨に対し、流域対策を組み合わせ、内水はん濫によ

る被害を防止することとしました。 

このうち、文京区千石、豊島区南大塚地区（千川増

強幹線）、品川区戸越、西品川地区（第二戸越幹線）な

ど20地区で整備を進めました。 

このほか、目標を超える降雨や複合災害等により、

水害が発生した場合においても揚水機能等の下水道機

能を確保するため、篠崎ポンプ所など８か所の施設で

耐水化のレベルアップに向けた調査設計に着手しまし

た。 

ウ 震災対策 

 首都直下地震などが発生したときに下水道機能を確

保するため、下水道管とマンホールの接続部の耐震化

については、一時滞在施設や災害拠点連携病院などを

対象に、214か所で対策を実施しました。 

下水道機能や交通機能を確保するためのマンホール

の浮上抑制対策については、液状化の危険性が高い地

域の緊急輸送道路や緊急車両が通行する無電柱化して

いる道路などを対象に、約33kmで対策を実施しました。 

また、水再生センターやポンプ所については、震災

時に必要な下水道機能を確保するため、施設の耐震化

を実施し、浜町ポンプ所など３か所で耐震化が完了し

ました。 

さらに、森ヶ崎水再生センターにおいて、灯油と都

市ガスのどちらでも運転可能なデュアルフューエル型

の非常用発電設備の整備を進めました。 

エ 汚泥処理の信頼性強化 

 震災時などのバックアップ機能を確保するとともに、

老朽化が進行した送泥管を再構築するため、落合水再

生センターとみやぎ水再生センター間で送泥管の整備

を進めました。 

オ 合流式下水道の改善 

合流式下水道では、強い雨が降った際には、市街地

を浸水から守るため、汚水混じりの雨水を河川や海な

 

 

図表1－8 建設事業費の施策別内訳 

（区部）                            （単位：百万円）     （流域)                     (単位：百万円) 

施  策  名 事業費 

 

再構築 88,102 

浸水対策 30,212 

震災対策 18,164 

汚泥処理 7,208 

合流式下水道の改善 15,659 

処理水質の向上 0 

エネルギー・地球温暖化対策 12,855 

工  事  費 172,200 

  用地費・事務費 7,800 

  合     計 180,000 

 (注) 区部の処理水質の向上の効果発揮に係る事業は、再構築に含まれています。 

 

図表1－9 流域下水道の令和６年度予算 

（単位：千円） 

収   入（財 源） 支   出 

科  目（事 項） 金 額 科  目（事 項） 金 額 

収  益  的  収  入 収  益  的  支  出 

営 業 収 益 

23,595,000 

 

流域下水道管理費負担金収入 14,941,467 営 業 費 用 

39,759,000 

 

管 渠 管 理 費 640,000 

流 域 下 水 道 管 理 費 繰 入 金 4,816,000 処 理 場 管 理 費 18,296,000 

そ の 他 営 業 収 益 3,837,533 市 町 村 下 水 道 事 業 費 2,579,000 

  減 価 償 却 費 17,581,000 

  資 産 減 耗 費 663,000 

営 業 外 収 益 

14,543,000 

土 地 物 件 収 益 21,852 営 業 外 費 用 

375,000 

支払利息及企業債取扱諸費 373,575 

企 業 債 利 子 支 払 資 繰 入 金 373,575 雑 支 出 1,425 

消費税及地方消費税還付金 462,000   

長 期 前 受 金 戻 入 13,428,000   

雑 収 257,573   

計 38,138,000 計 40,134,000 

資  本  的  収  入 資  本  的  支  出 

企    業    債（事 業 充 当 分） 1,587,000 流 域 下 水 道 

改 良 費 

流 域 下 水 道 改 良 費 2,500,000 

企 業 債 元 金 償 還 資 金 1,000   

国         庫        補        助        金 9,800,000 流 域 下 水 道 

建 設 費 

16,300,000 

 

施 設 建 設 経 費 800,000 

市 町 村 負 担 金 収 入 4,475,000 北多摩１号 流域建設事業費 5,370,000 

固 定 資 産 売 却 収 入 1,000 北多摩２号 〃 348,000 

代 替 地 売 却 収 入 19,000 多摩川上流 〃 2,086,000 

  南 多 摩 〃 1,865,000 

  浅 川 〃 909,000 

  秋 川 〃 585,000 

  荒 川 右 岸 〃 4,337,000 

  企 業 債 償 還 金 年 割 償 還 2,217,000 

  生 活 再 建 対 策 

事 業 費 

代 替 地 購 入 費 3,000 

    

計 15,883,000 計 21,020,000 

合 計 54,021,000 合 計 61,154,000 

（注）１ 令和６年度議決の債務負担行為限度額は、流域下水道建設改良事業214億円、流域下水道施設補修事業14億円です。 

２ 資本的収支の差引不足額は損益勘定留保資金等で補塡します。 

施  策  名 事業費 

 

再構築 5,967 

雨水対策 2,543 

震災対策 561 

処理水質の向上 43 

エネルギー・地球温暖化対策 6,216 

工  事  費 15,330 

用地費・事務費 970 

  合     計 16,300 
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第５節 決算概要  

 

 令和５年度は、「経営計画２０２１」（令和３年３月）

に基づき、掲げられた経営方針の下、区部下水道事業

と流域下水道事業を着実に実施しました。 

 

１ 令和５年度決算額  

 令和５年度の区部、流域の決算額は次のとおりです。 

 

(1) 収益的収支（税抜き）      （単位：百万円） 

 区 部 流 域 計 

収 益 的 収 入 340,648 31,476 372,124 

収 益 的 支 出 331,445 34,609 366,054 

純 利 益 9,203 △3,133 6,070 

 

(2) 資本的収支（消費税及び地方消費税を含む）  

（単位：百万円） 

 区 部 流 域 計 

資 本 的 収 入 162,617 15,789 178,406 

資 本 的 支 出 318,042 19,869 337,911 

翌 年 度 へ の 
繰 越 工 事 資 金 25,111 4,876 29,987 

資 本 的 収 支 
差 引 不 足 額 △180,536 △8,956 △189,492 

（注）１ 金額は、百万円未満を四捨五入し、端数調整をし

ていないため、合計等と一致しない場合がありま

す。 

   ２ 資本的収支の差引不足額は損益勘定留保資金等

で補塡しました。 

 

２ 区部下水道事業の取組  

(1) 主要施策  

ア 施設の再構築 

下水道施設が将来にわたり安定的に機能を発揮でき

るよう、老朽化対策とあわせて雨水排除能力の増強、

耐震性や維持管理性の向上、省エネルギー化等を図る

再構築を計画的に推進しました。実施に当たっては、

アセットマネジメント手法を用いて、施設の延命化や

中長期的な再構築事業の平準化などに取り組みました。 

昭和30年代以前に建設された戸塚東幹線などの幹線

及び都心４処理区約669haの枝線の再構築を実施しま

した。さらに、第二期再構築エリアの着手に向けて、

試行工事の設計を実施しました。 

また、吾嬬ポンプ所などポンプ所28か所、三河島水

再生センターなど水再生センター14か所で施設の再構

築を進め、新砂ポンプ所で汚水ポンプの再構築が完了

しました。 

イ 浸水対策 

「経営計画２０２１」において、施設整備を重点的

に進める地区を区部全体で57地区定めています。また、

令和４年３月に「下水道浸水対策計画２０２２」を策

定し、区部全域で１時間75ミリ降雨に対応することを

目標として、浸水の危険性が高い地区を新たに10地区

追加し、合計67地区を重点地区として施設整備を推進

していくこととしています。 

さらに、東京都の総合的な治水対策の基本的な考え

方を示すものである「東京都豪雨対策基本方針（改定）」

（令和５年12月）において、気候変動に対応するため

対策の目標を引き上げ、目標降雨である１時間85ミリ

降雨に対し、流域対策を組み合わせ、内水はん濫によ

る被害を防止することとしました。 

このうち、文京区千石、豊島区南大塚地区（千川増

強幹線）、品川区戸越、西品川地区（第二戸越幹線）な

ど20地区で整備を進めました。 

このほか、目標を超える降雨や複合災害等により、

水害が発生した場合においても揚水機能等の下水道機

能を確保するため、篠崎ポンプ所など８か所の施設で

耐水化のレベルアップに向けた調査設計に着手しまし

た。 

ウ 震災対策 

 首都直下地震などが発生したときに下水道機能を確

保するため、下水道管とマンホールの接続部の耐震化

については、一時滞在施設や災害拠点連携病院などを

対象に、214か所で対策を実施しました。 

下水道機能や交通機能を確保するためのマンホール

の浮上抑制対策については、液状化の危険性が高い地

域の緊急輸送道路や緊急車両が通行する無電柱化して

いる道路などを対象に、約33kmで対策を実施しました。 

また、水再生センターやポンプ所については、震災

時に必要な下水道機能を確保するため、施設の耐震化

を実施し、浜町ポンプ所など３か所で耐震化が完了し

ました。 

さらに、森ヶ崎水再生センターにおいて、灯油と都

市ガスのどちらでも運転可能なデュアルフューエル型

の非常用発電設備の整備を進めました。 

エ 汚泥処理の信頼性強化 

 震災時などのバックアップ機能を確保するとともに、

老朽化が進行した送泥管を再構築するため、落合水再

生センターとみやぎ水再生センター間で送泥管の整備

を進めました。 

オ 合流式下水道の改善 

合流式下水道では、強い雨が降った際には、市街地

を浸水から守るため、汚水混じりの雨水を河川や海な

 

 

図表1－8 建設事業費の施策別内訳 

（区部）                            （単位：百万円）     （流域)                     (単位：百万円) 

施  策  名 事業費 

 

再構築 88,102 

浸水対策 30,212 

震災対策 18,164 

汚泥処理 7,208 

合流式下水道の改善 15,659 

処理水質の向上 0 

エネルギー・地球温暖化対策 12,855 

工  事  費 172,200 

  用地費・事務費 7,800 

  合     計 180,000 

 (注) 区部の処理水質の向上の効果発揮に係る事業は、再構築に含まれています。 

 

図表1－9 流域下水道の令和６年度予算 

（単位：千円） 

収   入（財 源） 支   出 

科  目（事 項） 金 額 科  目（事 項） 金 額 

収  益  的  収  入 収  益  的  支  出 

営 業 収 益 

23,595,000 

 

流域下水道管理費負担金収入 14,941,467 営 業 費 用 

39,759,000 

 

管 渠 管 理 費 640,000 

流 域 下 水 道 管 理 費 繰 入 金 4,816,000 処 理 場 管 理 費 18,296,000 

そ の 他 営 業 収 益 3,837,533 市 町 村 下 水 道 事 業 費 2,579,000 

  減 価 償 却 費 17,581,000 

  資 産 減 耗 費 663,000 

営 業 外 収 益 

14,543,000 

土 地 物 件 収 益 21,852 営 業 外 費 用 

375,000 

支払利息及企業債取扱諸費 373,575 

企 業 債 利 子 支 払 資 繰 入 金 373,575 雑 支 出 1,425 

消費税及地方消費税還付金 462,000   

長 期 前 受 金 戻 入 13,428,000   

雑 収 257,573   

計 38,138,000 計 40,134,000 

資  本  的  収  入 資  本  的  支  出 

企    業    債（事 業 充 当 分） 1,587,000 流 域 下 水 道 

改 良 費 

流 域 下 水 道 改 良 費 2,500,000 

企 業 債 元 金 償 還 資 金 1,000   

国         庫        補        助        金 9,800,000 流 域 下 水 道 

建 設 費 

16,300,000 

 

施 設 建 設 経 費 800,000 

市 町 村 負 担 金 収 入 4,475,000 北多摩１号 流域建設事業費 5,370,000 

固 定 資 産 売 却 収 入 1,000 北多摩２号 〃 348,000 

代 替 地 売 却 収 入 19,000 多摩川上流 〃 2,086,000 

  南 多 摩 〃 1,865,000 

  浅 川 〃 909,000 

  秋 川 〃 585,000 

  荒 川 右 岸 〃 4,337,000 

  企 業 債 償 還 金 年 割 償 還 2,217,000 

  生 活 再 建 対 策 

事 業 費 

代 替 地 購 入 費 3,000 

    

計 15,883,000 計 21,020,000 

合 計 54,021,000 合 計 61,154,000 

（注）１ 令和６年度議決の債務負担行為限度額は、流域下水道建設改良事業214億円、流域下水道施設補修事業14億円です。 

２ 資本的収支の差引不足額は損益勘定留保資金等で補塡します。 

施  策  名 事業費 

 

再構築 5,967 

雨水対策 2,543 

震災対策 561 

処理水質の向上 43 

エネルギー・地球温暖化対策 6,216 

工  事  費 15,330 

用地費・事務費 970 

  合     計 16,300 
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する費用の１／２を支援する強靱化都費補助制度を創

設し、令和５年度は21市町に対し財政支援を行いまし

た。 

 さらに、都と市町村の情報交換会として、「東京都豪

雨対策基本方針（改定）」の新たな目標降雨を踏まえた

浸水対策計画策定の勉強会や、令和６年能登半島地震

を踏まえた地震対策の勉強会の開催など、技術支援を

行いました。 

カ 雨天時浸入水対策 

 下水道管内の水位情報をリアルタイムに測定する多

機能型マンホール蓋により収集したデータの分析結果

について、市町村に情報提供を行いました。 

また、市町村の雨天時浸入水対策促進のため、強靱

化都費補助制度による財政支援を行ったほか、都と市

町村による対策促進会議や現地合同調査の実施、絞り

込み流量調査など技術支援を行いました。 

キ エネルギー・地球温暖化対策 

「アースプラン２０２３」に基づき、温室効果ガス

排出量やエネルギー使用量のより一層の削減を進め、

環境負荷の少ない都市の実現に取り組みました。 

多摩川上流水再生センターで微細気泡散気装置の導

入を進めるとともに、北多摩二号水再生センターなど

水再生センター２か所で省エネルギー型の汚泥濃縮機

と汚泥脱水機を導入しました。 

また、省エネルギー型焼却炉について、浅川水再生

センターで整備に着手、八王子水再生センターなど水

再生センター２か所で整備を進めるとともに、清瀬水

再生センターなど水再生センター２か所で整備が完了

しました。 

(2) 建設改良事業 

下水道施設の整備に当たっては、市町村が実施する

流域関連公共下水道事業との連携を図りつつ、国費な

ど必要な財源を確保し、計画的に実施しました。 

建設事業では、水再生センター７か所で工事を実施

し、改良事業では、ポンプ所１か所、水再生センター

７か所で工事を実施しました。 

(3) 維持管理事業 

市町村との連携強化を図りながら、23万余ｍの幹線、

２か所のポンプ所及び７か所の水再生センターについ

て、適切な維持管理を行い、多摩地域の下水道サービ

スを安定的に提供しました。 

高効率な省エネルギー型焼却炉の優先運転、二軸管

理や連絡管の相互融通機能の活用などにより、下水処

理と汚泥処理の運転の効率化を進めました。 

当年度の主な業務量は、次のとおりです。 

管きょ管理延長         232,240ｍ 

ポンプ所下水揚水量     2,312,011ｍ3 

水再生センター下水処理量 353,502,910ｍ3 

 

４ 経営基盤の強化 

(1) サービスの質の向上 

ア 技術開発の推進 

 「技術開発推進計画２０２１」（令和３年９月）に基

づき、主要施策において直面する課題や将来を見据え

た課題について、計画的に技術開発に取り組みました。 

焼却廃熱を最大限活用して発電することで、ほかの

設備へも電力を供給し、電力供給による温室効果ガス

削減量が、焼却炉から発生する温室効果ガス排出量を

上回るという特徴があるエネルギー供給型（カーボン

マイナス）焼却炉を実用化しました。 

イ デジタル化による仕事の進め方の見直し 

 お客さまにとって利便性の高いサービスを提供する

ため、新たに、排水設備工事責任技術者資格試験の申

込みなどでオンライン申請サービスやキャッシュレス

決済を導入するなど、行政手続のデジタル化を着実に

推進しました。 

 また、スタートアップとも協働し、「ＡＩ等を活用し

た工事設計書作成の効率化」や「下水道施設の新たな

工事出来形確認手法の構築」といったＤＸの取組を進

めました。 

ウ 下水道資源の有効利用 

 水再生センターで高度に処理した再生水を水洗トイ

レの洗浄水などとして、永田町及び霞が関地区など７

地区に供給しました。 

清流復活事業として、区部では、渋谷川・古川、目

黒川、呑川の城南三河川に、多摩地域では、野火止用

水、玉川上水、千川上水に再生水を供給しました。 

下水熱を冷暖房用の熱源として、文京区後楽一丁目

地区、芝浦水再生センター上部利用事業における業務

商業ビル「品川シーズンテラス」などで利用しました。 

また、麻布台ヒルズにおける下水熱利用事業を令和

５年９月から開始しました。 

肥料の国産化と安定的な供給に資する東京都産下水

再生りんの広域利用に向け、令和５年12月に全国農業

協同組合連合会（ＪＡ全農）と連携協定を締結しまし

た。さらに、国土交通省の下水道革新的技術実証事業

（B-DASHプロジェクト）を活用し、下水汚泥から良質

なりんを効果的に回収するりん回収・肥料化施設を砂

町水再生センター内に完成させ、令和６年１月から運

転を開始しました。 

森ヶ崎水再生センターにおいて、約３割の電力を供

給（約3,200万kＷh／年）する新たな消化ガス発電事業

の令和９年４月１日からの運営開始に向けて、事業者

と基本契約を締結しました。 

 

 

どに放流するしくみとなっています。このため、雨天

時に放流される汚濁負荷量を削減することを目的に、

降雨初期の特に汚れた下水を貯留する施設について、

善福寺川流域貯留管などで整備を進め、浮間水再生セ

ンターなど20万ｍ3の貯留施設の整備が完了しました。

これにより、下水道法施行令で定められた分流式下水

道並みの基準を達成するために必要となる、累計170万

ｍ3の貯留施設などの整備が完了しました。 

カ 処理水質の向上 

東京湾などに放流される下水処理水の水質をより一

層改善するため、既存施設の改造により早期に水質を

改善できる準高度処理について、みやぎ水再生セン

ターなど水再生センター２か所で処理能力18万4,000

ｍ3／日の施設を導入しました。 

キ エネルギー・地球温暖化対策 

 下水道事業における地球温暖化防止計画「アースプ

ラン２０２３」（令和５年３月）に基づき、エネルギー

使用量や温室効果ガス排出量の削減を積極的に推進し

ました。 

 省エネルギーの更なる推進を図るため、南部汚泥処

理プラントで省エネルギー型の汚泥濃縮機や汚泥脱水

機の導入に着手しました。 

再生可能エネルギー活用の拡大を図るため、汚泥焼

却時の廃熱を活用した発電により焼却炉で必要な電力

を自給できるエネルギー自立型焼却炉を葛西水再生セ

ンターで導入しました。 

(2) 建設改良事業  

下水道施設の整備に当たっては、多額の事業費を要

することから、国費など必要な財源の確保を図りつつ、

計画的に実施しました。 

建設事業では、管きょ９万312ｍ、ポンプ所43か所、

水再生センターなど15か所で工事を実施し、改良事業

では、管きょ8,188ｍ、ポンプ所68か所、水再生センター

など13か所で工事を実施しました。 

(3) 維持管理事業  

1,621万余ｍの管きょ、83か所のポンプ所（成城排水

調整所を含む）、13か所の水再生センターなどの施設を、

常に良好な状態に保ち、24時間365日休むことなく稼働

させ、下水道サービスを安定的に提供しました。 

膨大な管路施設の機能を維持するため、巡視・点検

やテレビカメラなどによる管路内調査を実施するとと

もに、取付管の取替えや更生工法などによる道路陥没

対策を実施しました。 

 送風機や焼却炉などの最適な運転に努め、維持管理

費の縮減などの効率化に取り組むとともに、良好な水

環境の実現への貢献と省エネルギーの両立を目指して、

処理水質とエネルギー使用量の二つの指標を用いた二

軸管理手法を活用し、水処理施設の運転の最適化を進

めました。 

また、ビルピット排水からの硫化水素による、路上

での臭気の発生と下水道施設の破損を防止するため、

予防保全型の対策を講じる地区を定め、臭気調査及び

改善要請を実施しました。 

当年度の主な業務量は、次のとおりです。 

管きょ管理延長        16,211,065ｍ 

ポンプ所下水揚水量     812,101,190ｍ3 

水再生センター下水処理量 1,587,939,740ｍ3 

 

３ 流域下水道事業の取組  

(1) 主要施策  

ア 施設の再構築 

 下水道施設が将来にわたり安定的に機能を発揮でき

るよう、多摩川上流水再生センターなど水再生セン

ター６か所で整備を進めました。 

イ 雨水対策 

 立川市、東大和市及び武蔵村山市の浸水被害を軽減

するため、空堀川上流雨水幹線の整備を進めました。 

ウ 震災対策 

震災時に必要な下水道機能を確保するため、南多摩

水再生センターで施設の耐震化を進めるとともに、清

瀬水再生センターの水処理施設で耐震化が完了しまし

た。 

また、非常時の電源確保を図るため、北多摩一号水

再生センターで電力貯蔵設備の再構築に着手しました。 

エ 処理水質の向上 

多摩川などに放流される下水処理水の水質をより一

層改善し、水と親しむことのできる良好な水環境を創

出するため、高度処理及び準高度処理について、清瀬

水再生センターで整備を進めるとともに、北多摩二号

水再生センターで処理能力２万400ｍ3／日の施設を導

入しました。 

また、南多摩水再生センターでデジタル技術を活用

した新たな送風量制御技術の導入に着手しました。 

オ 市町村との連携強化 

 多摩地域の下水道は、市町村が管理する公共下水道

と都の流域下水道が一つのシステムとして機能を発揮

するものであり、市町村との連携を一層強化すること

が重要となっています。 

 立川市単独処理区について、令和５年度は北多摩二

号水再生センター内の必要なポンプ設備等の整備を行

うとともに、立川市では流入幹線を整備し、流域下水

道への編入を実施しました。 

 また、市町村下水道における浸水・地震対策のレベ

ルアップ・スピードアップを図るため、市町村が負担
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する費用の１／２を支援する強靱化都費補助制度を創

設し、令和５年度は21市町に対し財政支援を行いまし

た。 

 さらに、都と市町村の情報交換会として、「東京都豪

雨対策基本方針（改定）」の新たな目標降雨を踏まえた

浸水対策計画策定の勉強会や、令和６年能登半島地震

を踏まえた地震対策の勉強会の開催など、技術支援を

行いました。 

カ 雨天時浸入水対策 

 下水道管内の水位情報をリアルタイムに測定する多

機能型マンホール蓋により収集したデータの分析結果

について、市町村に情報提供を行いました。 

また、市町村の雨天時浸入水対策促進のため、強靱

化都費補助制度による財政支援を行ったほか、都と市

町村による対策促進会議や現地合同調査の実施、絞り

込み流量調査など技術支援を行いました。 

キ エネルギー・地球温暖化対策 

「アースプラン２０２３」に基づき、温室効果ガス

排出量やエネルギー使用量のより一層の削減を進め、

環境負荷の少ない都市の実現に取り組みました。 

多摩川上流水再生センターで微細気泡散気装置の導

入を進めるとともに、北多摩二号水再生センターなど

水再生センター２か所で省エネルギー型の汚泥濃縮機

と汚泥脱水機を導入しました。 

また、省エネルギー型焼却炉について、浅川水再生

センターで整備に着手、八王子水再生センターなど水

再生センター２か所で整備を進めるとともに、清瀬水

再生センターなど水再生センター２か所で整備が完了

しました。 

(2) 建設改良事業 

下水道施設の整備に当たっては、市町村が実施する

流域関連公共下水道事業との連携を図りつつ、国費な

ど必要な財源を確保し、計画的に実施しました。 

建設事業では、水再生センター７か所で工事を実施

し、改良事業では、ポンプ所１か所、水再生センター

７か所で工事を実施しました。 

(3) 維持管理事業 

市町村との連携強化を図りながら、23万余ｍの幹線、

２か所のポンプ所及び７か所の水再生センターについ

て、適切な維持管理を行い、多摩地域の下水道サービ

スを安定的に提供しました。 

高効率な省エネルギー型焼却炉の優先運転、二軸管

理や連絡管の相互融通機能の活用などにより、下水処

理と汚泥処理の運転の効率化を進めました。 

当年度の主な業務量は、次のとおりです。 

管きょ管理延長         232,240ｍ 

ポンプ所下水揚水量     2,312,011ｍ3 

水再生センター下水処理量 353,502,910ｍ3 

 

４ 経営基盤の強化 

(1) サービスの質の向上 

ア 技術開発の推進 

 「技術開発推進計画２０２１」（令和３年９月）に基

づき、主要施策において直面する課題や将来を見据え

た課題について、計画的に技術開発に取り組みました。 

焼却廃熱を最大限活用して発電することで、ほかの

設備へも電力を供給し、電力供給による温室効果ガス

削減量が、焼却炉から発生する温室効果ガス排出量を

上回るという特徴があるエネルギー供給型（カーボン

マイナス）焼却炉を実用化しました。 

イ デジタル化による仕事の進め方の見直し 

 お客さまにとって利便性の高いサービスを提供する

ため、新たに、排水設備工事責任技術者資格試験の申

込みなどでオンライン申請サービスやキャッシュレス

決済を導入するなど、行政手続のデジタル化を着実に

推進しました。 

 また、スタートアップとも協働し、「ＡＩ等を活用し

た工事設計書作成の効率化」や「下水道施設の新たな

工事出来形確認手法の構築」といったＤＸの取組を進

めました。 

ウ 下水道資源の有効利用 

 水再生センターで高度に処理した再生水を水洗トイ

レの洗浄水などとして、永田町及び霞が関地区など７

地区に供給しました。 

清流復活事業として、区部では、渋谷川・古川、目

黒川、呑川の城南三河川に、多摩地域では、野火止用

水、玉川上水、千川上水に再生水を供給しました。 

下水熱を冷暖房用の熱源として、文京区後楽一丁目

地区、芝浦水再生センター上部利用事業における業務

商業ビル「品川シーズンテラス」などで利用しました。 

また、麻布台ヒルズにおける下水熱利用事業を令和

５年９月から開始しました。 

肥料の国産化と安定的な供給に資する東京都産下水

再生りんの広域利用に向け、令和５年12月に全国農業

協同組合連合会（ＪＡ全農）と連携協定を締結しまし

た。さらに、国土交通省の下水道革新的技術実証事業

（B-DASHプロジェクト）を活用し、下水汚泥から良質

なりんを効果的に回収するりん回収・肥料化施設を砂

町水再生センター内に完成させ、令和６年１月から運

転を開始しました。 

森ヶ崎水再生センターにおいて、約３割の電力を供

給（約3,200万kＷh／年）する新たな消化ガス発電事業

の令和９年４月１日からの運営開始に向けて、事業者

と基本契約を締結しました。 

 

 

どに放流するしくみとなっています。このため、雨天

時に放流される汚濁負荷量を削減することを目的に、

降雨初期の特に汚れた下水を貯留する施設について、

善福寺川流域貯留管などで整備を進め、浮間水再生セ

ンターなど20万ｍ3の貯留施設の整備が完了しました。

これにより、下水道法施行令で定められた分流式下水

道並みの基準を達成するために必要となる、累計170万

ｍ3の貯留施設などの整備が完了しました。 

カ 処理水質の向上 

東京湾などに放流される下水処理水の水質をより一

層改善するため、既存施設の改造により早期に水質を

改善できる準高度処理について、みやぎ水再生セン

ターなど水再生センター２か所で処理能力18万4,000

ｍ3／日の施設を導入しました。 

キ エネルギー・地球温暖化対策 

 下水道事業における地球温暖化防止計画「アースプ

ラン２０２３」（令和５年３月）に基づき、エネルギー

使用量や温室効果ガス排出量の削減を積極的に推進し

ました。 

 省エネルギーの更なる推進を図るため、南部汚泥処

理プラントで省エネルギー型の汚泥濃縮機や汚泥脱水

機の導入に着手しました。 

再生可能エネルギー活用の拡大を図るため、汚泥焼

却時の廃熱を活用した発電により焼却炉で必要な電力

を自給できるエネルギー自立型焼却炉を葛西水再生セ

ンターで導入しました。 

(2) 建設改良事業  

下水道施設の整備に当たっては、多額の事業費を要

することから、国費など必要な財源の確保を図りつつ、

計画的に実施しました。 

建設事業では、管きょ９万312ｍ、ポンプ所43か所、

水再生センターなど15か所で工事を実施し、改良事業

では、管きょ8,188ｍ、ポンプ所68か所、水再生センター

など13か所で工事を実施しました。 

(3) 維持管理事業  

1,621万余ｍの管きょ、83か所のポンプ所（成城排水

調整所を含む）、13か所の水再生センターなどの施設を、

常に良好な状態に保ち、24時間365日休むことなく稼働

させ、下水道サービスを安定的に提供しました。 

膨大な管路施設の機能を維持するため、巡視・点検

やテレビカメラなどによる管路内調査を実施するとと

もに、取付管の取替えや更生工法などによる道路陥没

対策を実施しました。 

 送風機や焼却炉などの最適な運転に努め、維持管理

費の縮減などの効率化に取り組むとともに、良好な水
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また、ビルピット排水からの硫化水素による、路上

での臭気の発生と下水道施設の破損を防止するため、

予防保全型の対策を講じる地区を定め、臭気調査及び

改善要請を実施しました。 

当年度の主な業務量は、次のとおりです。 

管きょ管理延長        16,211,065ｍ 

ポンプ所下水揚水量     812,101,190ｍ3 

水再生センター下水処理量 1,587,939,740ｍ3 

 

３ 流域下水道事業の取組  

(1) 主要施策  

ア 施設の再構築 

 下水道施設が将来にわたり安定的に機能を発揮でき

るよう、多摩川上流水再生センターなど水再生セン

ター６か所で整備を進めました。 

イ 雨水対策 

 立川市、東大和市及び武蔵村山市の浸水被害を軽減

するため、空堀川上流雨水幹線の整備を進めました。 

ウ 震災対策 

震災時に必要な下水道機能を確保するため、南多摩

水再生センターで施設の耐震化を進めるとともに、清

瀬水再生センターの水処理施設で耐震化が完了しまし

た。 

また、非常時の電源確保を図るため、北多摩一号水

再生センターで電力貯蔵設備の再構築に着手しました。 

エ 処理水質の向上 

多摩川などに放流される下水処理水の水質をより一
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入しました。 

また、南多摩水再生センターでデジタル技術を活用

した新たな送風量制御技術の導入に着手しました。 

オ 市町村との連携強化 

 多摩地域の下水道は、市町村が管理する公共下水道

と都の流域下水道が一つのシステムとして機能を発揮
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道への編入を実施しました。 

 また、市町村下水道における浸水・地震対策のレベ

ルアップ・スピードアップを図るため、市町村が負担
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図表1－10 令和５年度決算（区部） 

（単位：百万円、％） 

収  益  的  収  入 資  本  的  収  入 

区     分 金  額 構成比 区     分 金  額 構成比 
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固 定 資 産 売 却 収 入 

建 設 収 入 

そ の 他 資 本 収 入 

 

87,802 

27,065 

44,279 

32 

731 

2,708 

54.0 

16.6 

27.2 

0.0 

0.4 

1.7 

 

 

計 271,986 79.8 

営
業
外
収
益 

一 般 会 計 補 助 金 

長 期 前 受 金 戻 入 

そ の 他 

6,881 

50,892 

10,889 

2.0 

14.9 

3.2 

計 68,662 20.2 

合 計 340,648 100.0 合 計 162,617 100.0 

収  益  的  支  出 資  本  的  支  出 

区     分 金  額 構成比 区     分 金  額 構成比 

営
業
費
用 

管 渠 費 

ポ ン プ 場 費 

処 理 場 費 

減 価 償 却 費 

そ の 他 

34,979 

14,121 

53,422 

181,057 

33,265 

10.6 

4.3 

16.1 

54.6 

10.0 

下 水 道 建 設 改 良 費 

企 業 債 償 還 金 

 

198,700 

119,342 

 

 

 

 

 

 

62.5 

37.5 

 

 

 

 

 

 

計 316,844 95.6 
営
業
外
費
用 

企 業 債 利 息 等 

雑 支 出 

10,029 

3,744 

3.0 

1.1 

計 13,773 4.2 

特
別 

損
失 

特 別 損 失  828 0.2 

計 828 0.2 

合 計 331,445 100.0 合 計 318,042 100.0 

収 支 差 引 9,203 － 収 支 差 引 △ 155,425 － 

（注）１ 資本的収入及び資本的支出の金額は、消費税及び地方消費税を含みます。 

２ 金額等は、百万円未満を四捨五入し、端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合があります。 
３ 資本的収支の差引不足額は損益勘定留保資金等で補塡しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 東京下水道の国際展開 

 人材育成の推進や情報発信の更なる強化のため、

WEFTEC2023等の国際会議への参加、出展や、都のSusHi 

Tech Tokyoの取組として、水道局と共同で海外の水道・

下水道事業体等との国際イベントを開催し、下水道技

術のＰＲ等を実施しました。 

(2) 信頼性の向上 

ア 危機管理対応の強化 

 お客さまの安全・安心を支えるため、首都直下地震

や想定し得る最大規模の降雨、感染症など様々な危機

への対策を計画的に推進しました。 

政策連携団体や協力団体と連携した応急復旧に関す

る訓練の実施に加え、区市町村との連携による、し尿

の搬入・受入体制の運用などの訓練や樋門操作連絡訓

練を実施したほか、災害時の自治体間の連絡・連携体

制を強化するため、大都市間での情報連絡訓練を実施

しました。 

ＨＴＴの取組を推進するため、電力ひっ迫時には、

東京電力からの節電要請に応じて、運転の工夫や既存

の電力貯蔵設備・発電設備の活用により、電力の削減

を図りました。 

イ 東京下水道の広報戦略 

 効果的な取組を深化・発展させて実施することで、

東京下水道の更なる認知度向上、理解度向上及びイ

メージアップに取り組みました。 

次世代を担う若い世代を対象に、下水道の役割につ

いての認知度向上を目的として、下水道の役割に関す

るデザインを広く募集する「下水道グラフィックデザ

インコンテスト」を開催しました。 

また、普段見ることのできない下水道施設を巡る「下

水道インフラ見学ツアー」では、両国ポンプ所や多摩

川上流水再生センター等を見学する２種類のツアーを

計４回開催しました。 

さらに、将来を担う子供たちを対象にでまえ授業、

レポートコンクール、親子見学ツアーなどの教育事業

を実施しました。 

ウ 人材育成と技術力の向上 

 「東京都下水道局人材育成方針」（令和４年３月改定）

に基づき、技術継承担当の課長代理による若手職員な

どを対象とした事務所巡回での講義や事務のスキル

アップシート活用など、人材育成と技術力向上の取組

を強化しました。 

また、下水道技術実習センターにおいて、様々な技

術分野の実習や実物を使った疑似体験を通じ知識・技

術の習得を推進するとともに、他団体や民間事業者な

ども受け入れて、下水道界全体の人材育成に寄与しま

した。 

(3) 資産の有効活用 

 芝浦水再生センターの雨天時貯留池の上部を民間事

業者に貸し付け、事業者が運営を行う業務商業ビル「品

川シーズンテラス」において、土地の貸付料収入及び

所有する上部ビルのオフィスフロアの賃料収入を得ま

した。  

 

５ その他（令和６年能登半島地震、東日本大震災の

支援等） 

 令和６年能登半島地震の被災地である石川県輪島市

及び石川県庁に職員を延べ208名派遣し、政策連携団

体や協力団体と連携して、下水道管の管路内閉塞物の

除去、仮排水管の設置等の応急復旧、本復旧に向けた

調査などを行いました。 

 また、同市に対し、避難所運営などの業務を行うた

め、延べ11名の職員を派遣しました。 

 東日本大震災の被災地である自治体からの支援要請

を受け、宮城県石巻市へ１名の職員を長期的に派遣し、

下水道施設の復旧業務などの被災地支援を行いました。 

 東日本大震災による避難者の方で、東京23区内に居

住している方及び避難者の方が同居している世帯を対

象に、下水道料金の減免措置を延長して実施しました。 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、一時的に

下水道料金の支払が困難なお客さまに対して、最長で

１年間の支払の猶予を実施しました。 
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図表1－12 令和５年度貸借対照表（令和６年３月31日） 

（単位：百万円、％） 
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固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

無 形 固 定 資 産 

投 資 そ の 他 資 産 

流 動 資 産 

現 金 及 預 金 

未 収 金 

前 払 費 用 

前 払 金 

仮 払 金 

未 収 収 益 

そ の 他 流 動 資 産 

5,713,551 

5,712,484 

866 

201 

182,084 

80,655 

60,099 

5 

40,027 

1,298 

0 

0 

96.9 

96.9 

0.0 

0.0 

3.1 

1.4 

1.0 

0.0 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

固 定 負 債 

企 業 債 

リ ー ス 債 務 

引 当 金 

そ の 他 固 定 負 債 

流 動 負 債 

企 業 債 

リ ー ス 債 務 

未 払 金 

前 受 金 

引 当 金 

預 り 金 

繰 延 収 益 

長 期 前 受 金 

資 本 金 

剰 余 金 

資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 

1,049,895 

1,033,032 

644 

14,688 

1,531 

248,651 

120,743 

466 

125,159 

381 

1,186 

716 

1,600,227 

1,600,227 

2,729,345 

267,517 

246,021 

21,496 

17.8 

17.5 

0.0 

0.2 

0.0 

4.2 

2.0 

0.0 

2.1 

0.0 

0.0 

0.0 

27.1 

27.1 

46.3 

4.5 

4.2 

0.4 

合 計 5,895,635 100.0 合 計 5,895,635 100.0 

（注）金額等は、百万円未満を四捨五入し、端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合があります。 

 

 

 

図表1－11 令和５年度決算（流域） 

（単位：百万円、％） 

収  益  的  収  入 資  本  的  収  入 

区     分 金  額 構成比 区     分 金  額 構成比 

営
業
収
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管 理 費 負 担 金 収 入 

一 般 会 計 補 助 金 

そ の 他 営 業 収 益 

11,014 

4,858 

2,102 

35.0 

15.4 

6.7 

企 業 債 

一 般 会 計 出 資 金 

国 庫 補 助 金 

市 町 村 負 担 金 収 入 

建 設 収 入 

そ の 他 資 本 収 入 

1,572 

476 

9,117 

4,623 

0 

1 

10.0 

3.0 

57.7 

29.3 

0.0 

0.0 

 

計 17,974 57.1 

営
業
外
収
益 

一 般 会 計 補 助 金 

長 期 前 受 金 戻 入 

そ の 他 

370 

12,997 

135 

1.2 

41.3 

0.4 

計 13,502 42.9 

合 計 31,476 100.0 合 計 15,789 100.0 

収  益  的  支  出 資  本  的  支  出 

区     分 金  額 構成比 区     分 金  額 構成比 

営
業
費
用 

管 渠 管 理 費 

処 理 場 管 理 費 

市町村下水道事業費 

減 価 償 却 費 

資 産 減 耗 費 

401 

14,345 

1,292 

17,129 

529 

1.2 

41.4 

3.7 

49.5 

1.5 

流 域 下 水 道 改 良 費 

流 域 下 水 道 建 設 費 

企 業 債 償 還 金 

生 活 再 建 対 策 事 業 費 

2,266 

14,585 

3,019 

0 

11.4 

73.4 

15.2 

0.0 
 

 

 

計 33,695 97.4 
営
業
外
費
用 

企 業 債 利 息 等 

雑 支 出 

370 

200 

1.1 

0.6 

計 570 1.6 

特
別 

損
失 

特 別 損 失 343 1.0 

計 343 1.0 

合 計 34,609 100.0 合 計 19,869 100.0 

収 支 差 引 △ 3,133 － 収 支 差 引 △ 4,080 － 

（注）１ 資本的収入及び資本的支出の金額は、消費税及び地方消費税を含みます。 

２ 金額等は、百万円未満を四捨五入し、端数調整をしていないため、合計等と一致しない場合があります。 

３ 資本的収支の差引不足額は損益勘定留保資金等で補塡しました。 
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